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令和２年度第２回江戸川区都市計画審議会 

日 時：令和２年１２月２２日（火）午後２時００分から午後３時１８分 

場 所：江戸川区役所西棟４階第１～３委員会室 

出席者：委 員 大村謙二郎、石井恒利、田口浩、上野達、大西洋平、竹内進、岩田将和、小俣則子、 

        三浦史雄、西原良徳、松本勝義、横山巖、山岡新太郎、岩楯重治、村瀬光一、 

        関口孟利、武内敏幸、武松伸人、鈴木明彦、寺﨑茂夫、林政彦、涌井広幸 

        以上２２名 

    事務局 都市開発部長、都市計画課長、土木部長、計画調整課長、水とみどりの課長、 

        まちづくり調整課長、まちづくり推進課長、建築指導課長 

欠席者：有田智一、小久保晴行 以上２名 

傍聴者：０名 

議 案：１．開会 

    ２．諮問案件審議 

諮問第６号の１ 東京都市計画地区計画 

南小岩南部・東松本付近地区地区計画の変更について（江戸川区決定） 

諮問第６号の２ 東京都市計画高度地区の変更について（江戸川区決定） 

諮問第６号の３ 東京都市計画用途地域の変更について（東京都決定） 

諮問第７号   東京都市計画公園 

江戸川第２・２・６２号 大杉三丁目公園の変更について（江戸川区決定） 

諮問第８号   東京都市計画生産緑地地区の変更について（江戸川区決定） 

諮問第９号   特定生産緑地の指定について 

諮問第１０号  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について（東京都決定） 

諮問第１１号  都市再開発の方針について（東京都決定） 

【報告事項】東京都建築安全条例第７条の３第１項の規定による区域指定について（東京都知事指定） 

    ３．閉会 

    ４．事務連絡 

 議 事 

 事 務 局 ： 皆さま、本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

（都市開発部長）ただいまから令和２年度第２回江戸川区都市計画審議会を始めさせていただきます。

私、都市開発部長の眞分と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、今回、委員の交代がございましたので、ご紹介させていただきます。大変恐

縮ではございますが、自席でお立ちいただき、ごあいさつを頂戴したいと思います。

江戸川区議会から、岩田委員でございます。 

 岩 田 委 員 ： 岩田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 事 務 局 ： どうぞよろしくお願いいたします。 

（都市開発部長） ご紹介は以上でございます。これからの進行は大村会長にお願いいたしたいと思い

ます。大村会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 会 長 ： 皆さま、こんにちは。それでは審議に入らせていただきます。 
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 まず、審議会の成立についてですが、本日は２２名が出席、２名の欠席です。江戸

川区都市計画審議会条例第６条により、委員の過半数をもって議事を決するとなって

おりますので、審議会は成立しております。 

 次に、議事録署名委員として、林委員と涌井委員、このお２人にお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、会議の公開についてですが、事務局、傍聴者はいらっしゃいますか。 

（「いらっしゃいません。」との声あり） 

ああ、そうですか。はい、分かりました。 

 それでは、配付資料の確認ということで、事務局のほうから配付資料の確認をお願

いいたします。 

 事 務 局 ： それでは、事務局のほうから配付資料につきましてご確認をさせていただきます。 

（都市計画課長） まず議案書でございますけれども、資料の１から７まで、既にお送りをさせていた

だいております。議案書がお手元にない方、いらっしゃいましたら事務局のほうまで

お知らせください。よろしいでしょうか。 

 また、その他に次第、それから名簿および席次表を机上に配付をさせていただいて

おります。配付資料については以上でございます。 

 会 長 ： それでは審議に入らせていただきますが、諮問第６号について審議をしたいと思い 

ます。事務局、説明のほうをお願いいたします。 

 事 務 局 ： それでは、議案書の資料１と資料７でございます。スクリーンのほうをご覧いただ 

（都市計画課長）きたいと思います。諮問第６号の１、東京都市計画地区計画南小岩南部・東松本付近

地区地区計画の変更について（江戸川区決定）でございます。諮問第６号の２、東京

都市計画高度地区の変更について（江戸川区決定）でございます。諮問第６号の３、

東京都市計画用途地域の変更について（東京都決定）でございます。そして報告事項

といたしまして、東京都建築安全条例第７条の３第１項の規定による区域の指定につ

いてということで、これは東京都知事が指定するものでございます。これが資料７の

ほうになります。今回、諮問３件と、それから報告事項１件でございますけれども、

区域が同じで関連する案件のため、同時に説明させていただきたいと思います。 

それから、こちらの諮問の第６号の１から２、３の都市計画につきまして、令和２年

１２月２日から１２月１６日まで縦覧を行いました。諮問第６号の１につきましては

縦覧者が２名、諮問第６号の２、３については縦覧者１名、いずれも意見書の提出は

ございませんでした。 

スクリーンのほうをご覧ください。こちらは位置図でございます。赤の破線で囲ま

れた区域が、地区計画を変更する南小岩南部・東松本付近地区でございます。北側は

千葉街道、南側は補助第２８８号線、西側は鹿本通り、東側は柴又街道に囲まれた、

面積が約８７．８ｈａの区域でございます。黒の点線で囲まれた区域が高度地区を変

更する区域、オレンジ色で着色された区域が用途地域を変更する区域でございます。 

次に、当地区におけます、まちづくりの経緯でございます。平成２７年３月に千葉

街道と柴又街道の交差点であります補助第１４２・１４３号線交差点付近沿道地区で

新たな防火規制区域の指定を皮切りに、不燃化特区の助成制度の開始、それから都市

防災不燃化促進事業の導入、また、南小岩南部・東松本付近地区で新たな防火規制区
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域の指定を行ってまいりました。そして今回、当地区におきまして、平成３１年３月

に地区計画の都市計画決定と高度地区の都市計画変更、それから江戸川東部篠崎付近

土地区画整理事業の都市計画変更を行いました。そして、令和２年３月ですけれども、

地区内に南北に通り抜けております都市計画道路補助第２８５号線の事業認可がされ

ました。 

それでは、諮問第６号の１、東京都市計画地区計画南小岩南部・東松本付近地区地

区計画の変更についてご説明をしたいと思います。こちらは都市計画で定めている事

項でございます。今回の変更は、⑤にあります地区計画の目標、⑥区域の整備・開発

及び保全に関する方針、⑦地区整備計画でございます。⑥区域の整備・開発及び保全

に関する方針は、スクリーンにお示しした４つに分けられております。今回変更にな

るのは土地利用の方針です。また、⑦地区整備計画は、スクリーンでお示しした３つ

に分けられます。今回変更になるのは、地区施設の配置及び規模、地区の区分、建築

物等に関する事項の全てになります。 

まず地区計画の目標についてです。地区計画の目標の内容は、都市計画マスタープ

ランを引用したものとなっております。都市計画マスタープランの改定によりまして、

補助第２８５号線の整備の記載が加わりました。これに伴いまして、地区計画の目標

に改定後の都市計画マスタープランの説明を追加しております。 

次に、区域の整備・開発及び保全に関する方針の土地利用の方針についてです。ス

クリーンでお示ししてございますけれども、地区の区分を左側の図から右の図のよう

に変更しております。１０地区から幹線道路沿道街区Ｆというものが増えまして、１１

地区になりました。街区の内訳については後ほどご説明いたします。 

次に、地区整備計画の地区施設の配置および規模についてでございます。区画道路

の幅員の精査によりまして、区画道路第７３号は幅員８～８．６ｍから８．６ｍへ、

区画道路１８１号は幅員４ｍから４．５ｍ、拡幅から既存へと変更となります。また、

その他、計画書の中で４ｍの道路で拡幅となっている箇所が幾つかございます。本地

区は密集事業によります道路整備はございませんけれども、こちらは２項道路ですと

か４３条ただし書き等によりまして、随時建て替え時に拡幅をしていくということで

ございます。 

次に、地区整備計画の地区の区分についてです。区域の整備・開発及び保全に関す

る方針の土地利用の方針のとおり、区分の名称を変更いたします。また、区域面積は

スクリーンにお示しのとおり、それぞれの変更となります。 

次に、⑦地区整備計画の建築物等に関する事項についてです。こちらが、ＪＩＳ規

格の名称が日本工業規格から日本産業規格に変更されたことに伴う変更でございます。 

続きまして、諮問第６号の２、東京都市計画高度地区の変更についてご説明をさせ

ていただきます。スクリーンの地図で青色の部分は、高度地区として第２種高度地区

がかかっている区域でございます。黄色の部分は、第３種高度地区が指定されている

区域でございます。現在、北側は計画道路から２０ｍの範囲が第３種高度地区、そこ

からさらに１０ｍの範囲が第２種高度地区、南側につきましては、計画道路から３０ｍ

の範囲が第２種高度地区となっております。今回、令和２年３月の補助第２８５号線

の事業認可、令和３年度に予定しております都市防災不燃化促進事業の導入に合わせ
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て延焼遮断帯の形成を促す土地利用を誘導するため、現在の第２種高度地区、第３種

高度地区から、着色されております青色部分および黄色の部分は同様に第３種高度地

区、最低限高度地区７ｍに変更をいたします。 

都市防災不燃化促進事業でございますけれども、こちらは、都市計画道路などの避

難路を整備する際に、その沿道の３０ｍの範囲で一定の高さ以上で耐火性のある建築

物を建築した場合に、区が建築費等の一部を助成する制度でございます。地震発生な

どによる火災の延焼を防ぐ延焼遮断帯を形成し、併せて地域の方々が安全に避難でき

るよう、避難路の安全性を確保するために実施するものでございます。こちらの都市

防災不燃化促進事業に係る沿道３０ｍの範囲について、高度地区と用途地区を変更す

るものでございます。 

続きまして、諮問第６号の３、東京都市計画用途地域の変更についてご説明をさせ

ていただきます。スクリーンの地図で水色の部分、都市計画道路から２０ｍを超えて

３０ｍまでの範囲は、第１種中高層住居専用地域、建ぺい率が６０％、容積率１５０％

が指定されている区域です。オレンジ色の区域部分ですけれども、南側の都市計画道

路から２０ｍの範囲は第１種中高層住居専用地域、建ぺい率６０％、容積率１５０％

が指定されている区域でございます。今回、水色の部分は用途地域が変わらず、容積

率が１５０％から２００％へ、オレンジ色の部分は第１種中高層住居専用地域、容積

率１５０％から、第２種中高層住居専用地域、容積率２００％へそれぞれ変更をいた

します。 

続きまして、報告事項になります。東京都建築安全条例第７条の３第１項の規定に

よる区域指定、こちらはいわゆる新たな防火規制になりますけれども、こちらについ

てご説明をさせていただきます。資料７になりますが、スクリーンのほうをご覧いた

だきたいと思います。 

はじめに、制度の内容をご説明いたします。新たな防火規制ですけれども、建築物

の不燃化を促進し、木造密集地域の再生産を防止するために、東京都知事が指定する

災害時の危険が高い地域につきまして、建築物の耐火性能を強化する制度でございま

す。防火地域、準防火地域などの地域地区とは別に、東京都建築安全条例で定めてい

るものでございます。準防火地域よりも厳しい規定が適用されます。対象区域は、東

京都震災対策条例第１３条第２項第２号の規定する整備地域、その他災害時の危険性

が高い地域のうち、特に震災時に発生する火災等による危険が高い区域の準防火地域

内に指定をいたします。規制内容は、原則として全ての建築物は準耐火建築物等以上

といたします。そのうち延べ床面積が５００㎡を超える、または４階以上のものは耐

火建築物等とするものでございます。 

建築物の火災への強さは大きく３つに分類できます。耐火建築物や準耐火建築物の

ような燃えにくい建築物の割合が増えるにしたがいまして、震災等で万一火災が起こ

った場合でも燃え広がりが遅くなり、その結果、消火・救助活動の時間や安全に避難

する時間が確保できます。これによりまして、まち全体の防災性が向上するというも

のでございます。 

こちらは位置図でございます。赤い点線で示した部分は、東京都震災対策条例１３条

の２項第２号に規定する整備地域でございます。江戸川区内には、平井地域、それか
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ら松島・新小岩駅周辺地域、南小岩・東松本地域の３カ所が指定されています。本区

では「平成２６年６月に南小岩七・八丁目地区」、また平成２７年４月に「平井二丁

目地区」および「補助第１４２・１４３号線交差点付近沿道地区」、平成２７年１０月

に「南小岩南部・東松本付近地区」に新たな防火規制を導入してまいりました。この

たび、黄色でお示ししました「鹿骨五丁目－補助第２８５号線沿道地区」について、

新たに指定をしようとするものでございます。 

最後でございますけれども、今後の予定です。地区計画の変更、高度地区の変更、

用途地域の変更、３つについて諮問させていただいておりますが、東京都決定案件で

あります諮問第６号の３、東京都市計画用途地域の変更につきましては、本日の都市

計画審議会後に東京都へ意見回答を行います。令和３年２月に行われる東京都の都市

計画審議会に付議されまして、３月に３案件を同時に都市計画決定する予定となって

ございます。また、今回の変更に合わせて、新たな防火規制区域「鹿骨五丁目－補助

第２８５号線沿道地区」の指定も同様に行ってまいります。 

議案の説明は以上でございます。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 会 長 ： ありがとうございました。それでは、ただ今の説明につきまして、何かご質問やご

意見がありましたら、ご発言をお願いしたいと思います。いかがでございますか。ど

うぞ。 

 〇 〇 委 員 ： すみません。この南小岩南部・東松本付近のさまざまな地区計画の変更とか防災に

関するさまざまな取り組みについて、地域住民の方の理解はどの程度進んでいるのか。

合意形成についてだけ教えていただきたいと思います。 

 会 長 ： ただ今の質問につきまして、どうぞ。お願いいたします。 

 事 務 局 ： こちらの地区の合意形成の状況というところでございますが、今回の地区計画等の 

（まちづくり調整課長）変更に当たりましては、新型コロナウイルスの影響を考慮いたしまして、９月１０日 

から１２日までの３日間にわたりまして、こちらにつきましては原案の個別の説明会

を開催したところでございますが、こちらの地区計画に対する反対意見等はございま

せんでしたので、引き続き問い合わせなどについては丁寧に対応してまいりたいと考

えているところでございます。以上でございます。 

 会 長 ： ありがとうございました。それでは、他にご質問、ご意見、ございますか。よろし

ゅうございますか。それでは、この原案どおり了承するということで、ご異議ござい

ませんでしょうか。 

異議なしということで、原案どおり了承することを答申いたします。 

 続きまして、諮問第７号について審議をしたいと思います。事務局のほうから議案 

の説明をお願いいたします。 

 事 務 局 ： それでは、議案の説明をさせていただきます。諮問第７号でございます。議案書の 

（都市計画課長）資料２でございます。スクリーンをご覧いただきたいと思います。 

         諮問第７号、東京都市計画公園第２・２・６２号大杉三丁目公園の変更（江戸川区

決定）でございます。こちらの諮問案件につきましては、本年の１２月２日から１２月

１６日まで縦覧を行いました。縦覧者が１名、意見書の提出はございませんでした。 

スクリーンのほうでございますけれども、お示ししているのが位置図でございます。

本区の中央地域に位置しまして、新中川と環状七号線に挟まれた大杉三丁目にある公
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園でございます。本公園は、昭和５２年より大杉三丁目児童遊園として供用した後、

平成１９年に大杉三丁目公園として都市計画決定した街区公園でございます。近隣住

民のレクリエーションの場となっております。今回の変更では、赤でお示しした隣接

する部分を追加いたしまして、公園面積を０．１４ｈａから０．１９ｈａに区域を拡

張する都市計画変更を行うものでございます。 

こちらが既存の公園を北西側から見た状況でございます。こちらは、公園の内部を

北西側から見た状況でございます。公園の中央には広場がございまして、周囲に遊具

が設置されております。こちらが、今回追加する区域を北側から見た状況でございま

す。こちらは、今回追加する区域を東側から撮影したものでございます。そして、こ

ちらは、既存の公園内から拡張区域に向かって撮影した写真でございます。左手奥に

あります生垣の裏が今回追加する区域になります。 

 こちらは平面計画図でございます。既存の公園の中心に広場がありまして、その周

囲には遊具が配置されております。東側には少しまとまった緑地がありますので、今

回追加する区域は、その緑地を拡張して散策できるような整備を計画しております。 

 最後になりますけれども、こちら、都市計画公園および緑地等の状況を示しており

ます。今回変更します大杉三丁目公園の種別は街区公園でございます。今回の変更に

よりまして、公園面積が０．０５ｈａ増え、街区公園の面積は２０．１７ｈａとなり

ます。なお、公園、緑地の合計は１００カ所、面積１，１７４．０２ｈａとなります。 

 議案の説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 会 長 ： ただ今の諮問第７号についてのご質問、ご意見がありましたらお伺いしたいと思い

ます。いかがでございますか。特にございませんでしょうか。それでは、原案どおり

――すみません、どうぞ。 

 〇 〇 委 員 ： この今の赤線の土地というのは、もともと区有地だったんですか。それとも新たに

取得されたものですか。 

 会 長 ： 担当課、よろしくお願いいたします。 

 事 務 局 ： 今、赤いところは民有地でございました。それを取得させていただいたような状況 

（水とみどりの課長）でございます。以上です。 

 〇 〇 委 員 ： これは取得経緯は、相続とか何か。 

 会 長 ： どうぞ。 

 事 務 局 ： こちらの前所有者の方からですけれども、公園事業としてということでお声掛けを 

（水とみどりの課長）いただいて、取得させていただいた経緯でございます。 

 〇 〇 委 員 ： じゃ、こちらの所有者の方が公園用地としてどうですかというようなお話というこ

と。 

 事 務 局 ： はい、そうです。江戸川区に対して、そういう公園として利用してほしいというこ

（水とみどりの課長）とで、売り払いを考えていますというところから始まっております。以上です。 

 〇 〇 委 員 ： はい、分かりました。ありがとうございます。 

 会 長 ： よろしいですか。他には、ご質問、ご意見ございますか。 

 もしないようでしたらお諮りしたいと思いますが、原案どおり了承するということ

でよろしゅうございますか。 

 ご異議なしということで、原案どおり了承することを答申いたします。 
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 それでは、続きまして、諮問第８号について審議をしたいと思います。事務局、議

案の説明をお願いいたします。 

 事 務 局 ： それでは、議案書の資料３でございますけれども、スクリーンのほうをご覧くださ 

（都市計画課長）い。諮問第８号、東京都市計画生産緑地地区の変更について（江戸川区決定）でござ

います。こちらの諮問案件につきましては、本年１２月２日から１２月１６日まで縦

覧を行いまして、縦覧者は１名、意見書の提出はございませんでした。 

 こちらは、これまでの変更の経緯ならびに農地面積の推移を示しております。本区

では、平成２９年６月に生産緑地法改正が行われたことに伴いまして、同年１２月に

江戸川区生産緑地地区に定めることができる区域に関する条例を定めました。指定面

積の下限を５００㎡から３００㎡に引き下げまして、新たに指定の対象となった農地

をお持ちの農家に対しまして働き掛けを行ってまいりました。今回、５００㎡から３００㎡

の生産緑地の追加が１地区、５００㎡以上の生産緑地地区の追加は１地区、合計２地区

の追加をいたします。また、削除は５地区でございます。生産緑地地区の面積は、

平成４年の指定以降、追加、削除を行っておりまして、現在２６５地区、３５．５５ｈａ

でございますが、今回の変更によりまして２６２地区、３５．２１ｈａとなります。 

 次に、変更箇所の位置図でございます。主たる従事者の死亡に伴う削除が３地区、

いずれも全部削除で、赤丸で表示したところでございます。黄色でお示しした公共施

設等による削除が２地区ございます。こちらは密集住宅市街地整備促進事業で買収を

いたしまして、現在は公園として開園しております。緑色の丸で示した２地区は、新

たに追加の指定を行う地区でございます。また、都市計画の変更には当たりませんが、

位置および区域に変更がなく、当初申請時の面積と錯誤があった地区については、面

積表示のみの修正を行う必要がありまして、精査として扱っております。その位置は

灰色の丸で示した１地区でございます。 

 それでは、地区ごとにご説明をいたします。 

 はじめに、地区番号５８番、５９番でございます。本地区は、一之江五丁目地内に

位置しておりまして、主たる従事者の死亡による全部削除でございます。この２地区

は同一の地権者が所有していた地区でございます。削除面積は、５８番が約６２０㎡、

５９番が約１，３３０㎡でございます。こちらが５８番の現場の写真でございます。

こちらは５９番の現場の写真でございます。 

 続きまして、地区番号２２９番でございます。本地区は、上篠崎三丁目地内に位置

しております。主たる従事者の死亡による全部削除でございまして、削除面積は約８９０㎡

でございます。こちらが２２９番の現場写真でございます。 

 次に、公共施設等の設置による削除を行う地区でございます。 

 はじめに、地区番号１４９番でございます。本地区は、鹿骨四丁目地内に位置しま

して、面積約８００㎡でございます。こちらの地区につきましては、令和元年８月７日

付で生産緑地法第８条第４項の規定に基づく公共施設の設置に関するものでございま

す。南小岩南部・東松本付近地区密集住宅整備促進事業によりまして、公園用地とし

て取得された地区でございます。今回、鹿骨四丁目広場として公園整備を行い、完成

に伴って令和２年３月２５日付で公共施設等の設置が完了しましたので、本地区の生

産緑地地区から削除をいたします。こちらが１４９番の現場の写真でございます。 
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 続きまして、地区番号３０１番でございます。本地区は、江戸川一丁目地内に位置

しまして、面積約９９０㎡でございます。こちらの地区につきましても、令和元年８月

９日付で生産緑地法第８条第４項の規定に基づく公共施設の設置に関するものです。

江戸川一丁目地区密集住宅市街地整備促進事業によりまして、公園用地として取得さ

れた地区でございます。今回、既存の江戸川一丁目公園の一部を拡張いたしまして機

能を充実するために公園の整備を行いました。完成に伴いまして、令和２年５月１５日

付で公共施設等の設置が完了いたしましたので、本地区を生産緑地地区から削除する

ものでございます。こちらが３０１番の現場の写真でございます。 

 次に、追加を行う地区でございます。 

 地区番号３８５番です。本地区は、北篠崎二丁目地内に位置しまして、緑でお示し

した区域の約９５０㎡を新たに指定いたします。こちらが３８５番の現場写真でござ

います。 

 続きまして、地区番号３８６番でございます。本地区は、鹿骨四丁目地内に位置し

ております。平成２９年に制定しました江戸川区生産緑地地区に定めることができる

区域に関する条例によりまして、指定面積を５００㎡から３００㎡に引き下げたこと

で指定が可能となった地区でございます。濃い緑でお示しした区域の約３４０㎡を新

たに指定いたします。こちらが３８６番の現場写真でございます。 

 最後に、精査を行う地区でございます。 

 赤丸で示したところが地区番号２８２番でございます。本地区は、春江町三丁目地

内に位置しております。位置および区域の変更はございませんけれども、申請されて

いる面積に錯誤を確認しましたので精査を行います。約１０㎡減らしまして、約５４０㎡

を５３０㎡に変更するものでございます。こちらが２８２番の現場写真でございます。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 会 長 ： 諮問第８号につきまして、何かご質問、ご意見ございましたらお受けしたいと思い

ますが、いかがでございますか。どうぞ、〇〇委員。 

 〇 〇 委 員 ： 農地の問題は、都市農業として、また災害に対してもとても大事な面積だと思うん

ですけれども、残念ながらまた少し減ってしまったなというふうに思います。それで、

鹿骨四丁目の３４０㎡の、法が改正されて、こういう小さな畑でも土地でも農地とい

うことで、ちょっとほっとするんですけれども、ぜひ農地として保存することを、何

か公園としてというよりは、ぜひ農地として保存する方法を何とか検討していただき

たいなということを要望して終わります。 

 会 長 ： ご要望ということで、特に質問ということではなかったと思いますけれども、議事

録に残していただけると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 他に何かございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、お諮りしたいと思いますが、諮問第８号につきまして、原案どおり可と

することでよろしゅうございますか。 

 それでは、原案どおり了承するという形で報告をさせていただきます。 

 それでは、続きまして諮問第９号について審議したいと思います。事務局、議案の

説明をお願いいたします。 

 事 務 局 ： それでは、議案書、資料４でございます。スクリーンのほうをご覧ください。 
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（都市計画課長） 諮問第９号、特定生産緑地の指定でございます。こちらの諮問案件につきましては、

都市計画の決定には当たりませんが、生産緑地法第１０条の２の規定によりまして、

特定生産緑地に指定する際は、都市計画審議会で意見聴取を行うことになっておりま

すので、今回、委員の皆さまに指定に関してご意見を伺うものでございます。 

 ９月の都市計画審議会でもご説明いたしましたので、簡単に特定生産緑地の制度に

ついてお話をいたします。 

 生産緑地地区は、指定後３０年を経過しますと、いつでも買取申出を行うことが可

能となります。反面、固定資産税が段階的に宅地並み課税となりまして、新た

に相続が発生した場合の相続税納税猶予の適用も受けることができなくなります。

３０年経過後も、引き続き税制上の特例措置を受ける場合は、３０年を迎える前に特

定生産緑地に指定することで税制上の特例措置を１０年間延長することが可能になり

ます。 

 江戸川区では、生産緑地地区の最初の指定を平成４年１１月に行っております。現

在区内にある生産緑地のうちのおよそ約８割の地区が平成４年に指定されておりまし

て、令和４年に指定後３０年を迎えます。今回、都市計画審議会では、１９地区につ

いて意見聴取をいたします。 

 こちらが、今回意見聴取し、特定生産緑地に指定を予定している住居地区の位置図

でございます。住居地区全てはお時間の関係でご説明できませんので、それぞれ形態

の異なるハウス栽培、露地栽培、またハウスと露地栽培の３地区についてご説明をい

たします。 

 はじめに、特定生産緑地番号１２３番でございます。本地区は、北篠崎二丁目地内

に位置しておりまして、面積は約９４０㎡でございます。こちらが１２３番の現場写

真でございます。露地栽培をしております。 

 続きまして、地区番号２４４番でございます。本地区は、篠崎町七丁目地内に位置

しておりまして、面積は約９００㎡でございます。こちらが２４４番の現場写真でご

ざいます。ハウス栽培をしております。 

 最後に、地区番号２５３番でございます。表示されている地区は、全て意見聴取対

象地区でございますけれども、図示しております濃い赤色の２５３番についてご説明

をいたします。本地区は、篠崎町三丁目地内に位置しておりまして、面積約１，９００㎡

でございます。こちらが２５３番の現場写真でございます。ハウス栽培および露地栽

培をしております。 

 以上、代表的なものをご紹介いたしましたが、その他の地区につきましても、全て

事務局のほうで現地を確認しております。 

 ご説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 会 長 ： これは、皆さまからもし何かご意見があれば、意見を聴取するという仕立てになっ

ておりますけれども、何か今のご説明につきまして、ご意見がございましたらお受け

したいと…。どうぞ、お願いいたします。〇〇委員。 

 〇 〇 委 員 ： 特定生産緑地でございますけれども、３０年を迎える前に再指定をすると。申請を

しないと駄目になっちゃうということでございまして、これについて農業委員会と農

協、来年の２月３日にまた、本年のうちにやるべきだったんですが、コロナの関係で
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できませんで、明年、何とか無理して、席を離して、この説明会をやるということに

なっているんですけれども、これはちょっと誤解があるようでございましてね。１８日

の農業委員会の説明をしたんですけれども、農家の方が、生産緑地に指定すると区に

買われちゃうから、やっちゃ駄目だというんですね。恐らく、ここに買取請求ができ

るなんて書いてありますから、買取請求しても区が買うわけないんですよ。だって金

がない、そんなの。世田谷区なんかでもやろうって、期限を設けるって言っていまし

たけれども、なかなかこれ、大変なことなんですね。 

 したがいまして、買取請求というのも、買ってくれますかという請求ができるんで

すが、じゃ、区が立ち会ったわけじゃないので、これでためらって、税理士に言われ

たからやめるんですよと言うから、「そんなばかなことじゃないだろう。絶対ない。」

ということは私、申し上げたんですけれどもね。誤解があって、生産緑地をやりたく

ないなんていう人もいるんですね。練馬区なんかでは９０％。１７日の東京都の農業

会議において報告があったんですけれども、練馬区は２００町歩以上の農地があるん

ですね。その９割が新しい生産緑地に指定するということになっているんですね。実

に練馬区というのは、そういう面では都市農業を守るという基本法ができましたから、

この基本法に基づいて、そういう農家の方々の認識が高くなっている。江戸川区は、

もうしっかりやらなきゃ駄目だ。今８０％ぐらいですけれども、何とか９０％にして

いかなきゃならないと思うんですね。農業生産は江戸川区は高いんですよ。だけれど

も、どこも生産緑地についての見識というか、ちょっと鈍いような気がしてならん。

私も何とかして増やしたい、増やしていかなきゃいけない。区民の皆さんが期待され

るような農業をしていかなきゃいけないということを常に言っているんですけれども

ね。そういうことなので、皆さんのお力添えを特にお願いするものでございます。ど

うぞよろしく。 

 会 長 ： ありがとうございました。大変貴重なご意見で、基本的にやっぱり区のほうも努力

されていると思いますけれども、ぜひ農家の方々に、この制度の趣旨をよくご理解し

ていただくように、より一層のご努力をお願いしたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 他に何かご意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、これについては、この案というか、了承したということでまとめたいと

思います。ありがとうございます。 

 それでは、続きまして諮問第１０号、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に

ついてでございますけれども、これについて事務局のほうから議案の説明をお願いい

たします。 

 事 務 局 ： 続きまして、議案書のほうは資料５になります。スクリーンのほうでご説明をして 

（都市計画課長）まいります。 

 諮問第１０号、東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について

（東京都決定）でございます。これ以降は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針を区域マスタープランと略称で説明をしてまいります。 

 はじめに、経緯の概要についてご説明いたします。平成１６年４月に都市計画区域

マスタープランを策定しまして、平成２６年１２月に改定を行いました。また、今回
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の都市計画変更につきましては、７月に原案の公告縦覧、今月２日より案の公告縦覧

を行ってまいりました。江戸川区での縦覧者は１名いらっしゃいました。このたび、

都市計画法第１８条に基づき、都市計画案について東京都より意見照会がありました。

区では、本審議会の意見を踏まえて東京都に回答するために、今回付議させていただ

いたものでございます。この後、東京都は、２月に開催されます東京都都市計画審議

会に付議しまして都市計画決定する予定となってございます。 

 次に、この区域マスタープランの位置付けでございます。区域マスタープランは、

都市計画法第６条の２に基づいて、東京都が定める法定計画です。都が長期的視点に

立って都市の将来像を明確にし、その実現に向けて大きな道筋を示すものとなってお

ります。東京都は、平成２９年に都市づくりのグランドデザインを改定、令和元年に

「未来の東京」戦略ビジョンを策定いたしました。今回の改定は、都市づくりのグラ

ンドデザインおよび「未来の東京」戦略ビジョン、それぞれの内容を踏まえて改定を

行うものでございます。 

 ここからは改定案の概要についてご説明いたします。 

 目標年次と都市づくりの目標を示しております。目標年次は、都市づくりのグラン

ドデザイン、「未来の東京」戦略ビジョンに合わせて２０４０年代となっております。 

 都市づくりの目標といたしましては、東京が高度に成熟した都市として、ＡＩや

ＩｏＴなどの先端技術も活用しながらゼロエミッション東京を目指し、持続的に発展

することを理念としております。これまでの高度な都市機能の集積やインフラストッ

クなどを最大限活用して、グローバルな人・モノ・情報の活発な交流を促進するとい

うことで、東京のブランド力を高めて、世界中から選択される都市を目指すとしてお

ります。また、ＥＳＧやＳＤＧｓの考え方を取り入れること、また多様なスタイルへ

の柔軟な対応、みどり、まち、人を守り、持続可能な都市・東京を実現していくこと

を目標としてございます。 

 次に、区域マスタープランにおける基本戦略についてです。 

 都市づくりのグランドデザインで示された７つの基本戦略を基に、世界の人々の往

来の活発化やライフスタイルの変化、自動運転や人工知能などの科学技術の実用化、

また新型コロナウイルスを含めた新たな感染症の対策など、社会情勢の変化を踏まえ

て、今回お示ししております８つを基本戦略として設定をしております。 

 続きまして、原案の時点では記載のありませんでした新型コロナ危機を契機とした

都市づくりの方向性といたしまして、今回の都市計画案より、新型コロナウイルス感

染症を踏まえた項目が追加となっております。スクリーン上には例として２点をお示

ししてございます。 

 続きまして、世界から選択される都市の実現に向けて、東京の都市構造についてご

説明いたします。まず、広域レベルの都市構造は、概成する環状メガロポリス構造を

最大限に生かし、人・モノ・情報の交流をさらに促進していくことが重要としており

まして、「交流・連携・挑戦の都市構造」の実現を目指すとしております。 

 一方で、地域レベルの都市構造では、都市経営コストの効率化を図りながら、快適

な都市生活や活発な都市活動を支える機能的かつ効率的な地域構造を構築していくと

しております。具体的には、主要な駅周辺や身近な中心地に、生活に必要な機能を集
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積させ、その徒歩圏に住宅市街地を誘導し、歩いて暮らすことができるまちへの再構

築を図ります。また、駅や中心地から離れた地域では、緑豊かな良質な環境を形成す

るとしております。 

 続きまして、人が輝く都市、東京に向けてとしまして、都市づくりのグランドデザ

インで示されている４つの地域区分および２つのゾーンに基づき、それぞれの特性と

将来像を踏まえた都市づくりを進めていくとしております。江戸川区におきましては、

環状七号線以西が中枢広域拠点域、環状七号線以東が新都市生活創造域となります。

中枢広域拠点域につきましては、高密な鉄道・道路ネットワークを生かして、国際的

なビジネス・交流機能や業務・商業などの複合機能を有する中核的な拠点を形成する

としております。新都市生活創造域につきましては、商業、医療、子育て支援施設な

ど、都民の生活を支え、柔軟な働き方、暮らし方に対応する都市機能が集積した地域

拠点の形成を図るとしております。 

 続きまして、拠点ネットワークの強化についてです。平成２９年の都市づくりのグ

ランドデザインの改定に合わせまして、今回の区域マスタープランにおいても拠点の

位置付けを再編しております。それぞれの拠点について簡単にご説明させていただき

ます。 

 まず、①の中核的な拠点につきましては、鉄道ネットワークの高い結節性を持ち、

広域的な観点から高度な都市機能の集積を図る拠点としておりますが、こちらは本区

にはございません。 

 続いて、②の活力とにぎわいの拠点では、中枢広域拠点域において、従来の生活拠

点等に加えて都市機能の集積状況を踏まえて、これまで位置付けのなかった鉄道乗車

人員の特に多い駅周辺等を位置付けております。本区の場合は船堀、葛西、西葛西が

位置付けられております。 

 ③地域の拠点は、中枢広域拠点外で従来の生活拠点等に加えて、都市機能の集積状

況を踏まえ、鉄道乗車人員の多い駅周辺と位置付けております。本区では、小岩およ

び瑞江が位置付けられております。 

 ④生活の中心地につきましては、中枢広域拠点外において従来の生活中心地などの

地域拠点以外の駅周辺や商店街、大規模団地など、人々の活動や交流の中心の場を位

置付けております。本区におきましては、篠崎、一之江、京成小岩、江戸川を位置付

けられております。 

 こちらのそれぞれの拠点および生活中心地についての将来像については、前回、平

成２６年の改定時から大きな変更はございません。 

 区域マスタープランの本編７５ページ以降に各地域の将来像が示されております。 

 また、みどりの充実といたしまして、丘陵地ですとか河川、崖線などの自然地形や、

公園、緑地などと一体となった厚みとつながりのあるみどりの充実とともに、都内全

域でみどりの量的な底上げと質の向上を推進するとしております。 

 続きまして、東京都の都市づくりの枠組みについてご説明いたします。 

 区域区分の設定ですけれども、こちらはスクリーンでお示ししたとおりでございま

して、主要な河川と海面を除きまして、原則として全域を市街化区域としております。

今回の改定では、区部、多摩部とも原則変更はございません。 
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 最後に、主要な都市計画の決定の方針についてご説明いたします。 

 議案書の９ページ以降に、例として各方針の抜粋を記載させていただいております

ので、併せてご覧いただければと思います。全部で６項目ございます。 

 まず１つ目は、多様な住まい方・働き方を支える都市づくりといたしまして、土地

利用に関する主要な都市計画の決定の方針でございます。こちらは、ゆとりある公共

空間の創出などを推進することや、ＡＩやＩＣＴなど先端技術の活用、多様な働き方、

暮らし方に対応した都市づくりを進め、土地利用の適切な誘導を図ることなどが示さ

れております。本区に関わるところといたしましては、中枢広域拠点では、低中層の

住宅地の環境を保全しつつ、質の高い中高層住宅地を計画的に誘導するとされており

ます。新都市生活創造域においては、計画的に住宅地を形成するとされております。 

 ２つ目は、ゆとりある回遊性を支える都市施設といたしまして、都市施設の整備に

関する主要な都市計画の決定の方針です。こちらに関しましては、移動の円滑化、混

雑の緩和などの取り組みの推進、誰もが移動しやすい交通環境の充実を図るとされて

おります。本区に関わるところといたしましては、都内や隣接圏を広域的に連絡する

道路ネットワークの形成や連続立体交差事業を契機としたまちづくり、流通業務団地

については施設の機能更新、高度化などが示されております。 

 ３つ目は、人が集まり、交流する、魅力と活力溢れる拠点形成といたしまして、市

街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針でございます。こちらに関しまし

ては、ゆとりある公共空間の創出や、先端技術を活用しながら利便性の高い拠点など

の整備を図るとされております。本区に関わるところといたしましては、駅周辺の地

区を市街地再開発事業、土地区画整理事業によりまして、多様な複合機能等を備えた

生活利便性の高い拠点として整備するとしております。 

 ４つ目は、激甚災害にも負けない東京といたしまして、災害に関する主要な都市計

画の決定の方針でございます。こちらでは、災害対策や事前復興の充実を図り、ＡＩ

やＩＣＴなどの先端技術も活用して、激甚化する災害にも対応した強靱な都市の形成

を促進するとしております。本区に関わるところといたしましては、都県境を超えた

道路ネットワークの形成および都市間の連携を強化することや、広域的な防災性の向

上、密集事業などによりまして主要生活道路やオープンスペースを整備するとともに、

建物の建て替えによる共同化、不燃化を促進することが示されております。 

 ５つ目は、緑と水の潤いある都市の構築といたしまして、環境に関わる主要な都市

計画の決定の方針でございます。こちらに関しましては、都市計画公園や緑地の整備、

農地の保全を推進し、あらゆる場所で緑を創出、保全していくことで、緑あふれた都

市を創り上げていくとしております。本区に関わるところといたしましては、市街化

区域内の農地については、永続的な保全に向けて生産緑地地区の追加指定や、特定生

産緑地への指定を進めることが示されております。また、土地区画整備事業を施行す

べき区域では、土地区画整備事業や地区計画などを活用して、緑あふれる市街地の形

成を誘導するとされております。 

 最後に６つ目ですけれども、四季折々の美しい景観形成といたしまして、都市景観

に関わる主要な都市計画に関する方針でございます。こちらでは、にぎわいのある街

並みの形成を誘導、新たな個性や魅力ある景観の創出などが示されております。本区
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に関わるところといたしましては、東京都景観計画との整合を図りつつ、地域特性を

生かした、よりきめ細かな取り組みを行うこととされておりまして、地区計画や景観

地区などを活用して地域の特性を生かした景観形成を図るとされております。 

 以上、６点が主要な都市計画の決定の方針になります。ご説明は以上でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 会 長 ： 今、東京都の決定でございますけれども、区域マスについて全体的な概要と、それ

から江戸川区に関わる点についてご説明いただきましたけれども、何かこの点につい

て皆さまからご意見がございましたら、お受けしたいと思います。いかがでございま

すでしょうか。 

 ご説明がありましたように、江戸川区で都市計画マスタープランを改定していこう

と、それと齟齬を来すようなことはないというふうに理解してよろしいですよね。 

 そういうことですので、東京都は今回の区域マスの中では、今までなかった新型コ

ロナウイルスの感染症で、どうやって都市の在り方、地域の在り方を考えていくかと

いうことを入れたと思うんですけれども、江戸川区は特段、今までのマスタープラン

と齟齬を来すようなことはないと思いますので、特段意見がなかったということでま

とめていきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

 じゃあ、そういう形で、この東京都の案は了承したということでまとめたいと思い

ます。 

 続きまして、諮問第１１号、都市再開発の方針についてお願いいたします。 

 事 務 局 ： それでは、議案書のほうは資料６になります。スクリーンのほうをご覧いただけれ 

（都市計画課長）ばと思います。諮問第１１号、東京都市計画都市再開発の方針について（東京都決定）

でございます。 

 はじめに、経緯の概略についてご説明いたします。 

 昭和５５年、都市再開発法の改正に伴いまして、昭和６１年に都市再開発の方針が

決定されております。区部においては、現在までに９回の都市計画変更を行ってまい

りました。また、今回の都市計画変更につきましては、７月に原案の公告・縦覧を行

いまして、また、今月２日より２週間の案の公告・縦覧を行いました。江戸川区での

縦覧者は１名いらっしゃいました。 

 都市再開発の方針につきましては、平成２９年に改定された都市づくりのグランド

デザインや、今回改定となります、先ほどご説明した都市計画区域マスタープランを

実効性あるものとし、再開発の適正な誘導と計画的な推進を図るために、おおむね５年

に１度、東京都が一斉見直しを行うものでございます。 

 次に、都市再開発方針の位置付けについてご説明いたします。 

 都市再開発の方針とは、都市計画法第７条の２により独立した都市計画として定め

るものです。市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に体系づけたマス

タープランでございます。 

 本方針で定めるものは３つございます。まず、１号市街地と呼ばれているものです。

都市計画区域のうち、計画的な再開発が必要な市街地でありまして、区部においては

おおむね２３区全域を指定しております。次に、２号地区です。１号市街地のうち、

特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区を指定しております。最後
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に誘導地区でございます。２号地区には至らないものの、都市づくりのグランドデザ

インや区域マスタープランを実効性あるものとする上で効果が大きく、再開発を行う

ことが望ましい地区を誘導地区として定めてございます。 

 本方針における地区指定の内容についてご説明いたします。 

 １号市街地は、２３区において河川区域を除くおおむね全域を指定してございます。

２号地区は、２３区全体では今回の変更により３１６地区となってございます。本地

区においては、既決定４５地区から４地区増、１１地区減となりまして３８地区とな

ってございます。誘導地区は、２３区全体では、今回の変更によりまして１５８地区

となってございます。本区においては１３地区から２地区増、３地区減となりまして

１２地区となってございます。 

 こちらは総括図でございます。恐縮ですが、北が左をお示ししております。右上の

凡例に沿って説明をいたします。 

 １号市街地は、河川区域を除く江戸川区の全域、２号地区は、番号が振られている

地区でございます。赤色の部分が新規追加の４地区、青色が区域を変更する４地区で

ございます。白色は既決定で変更のない地区をお示ししております。黄色は２号地区

から１号市街地、もしくは誘導地区に変更する１１地区でございます。誘導地区はカ

タカナが振られている地区でございまして、新規追加地区を格子状でお示ししており

まして、区域変更の地区を横罫線でお示ししてございます。既決定で変更のない地区

を一点鎖線の白色でお示しをしてございます。 

 まず２号地区よりご説明いたします。まず赤色でお示しいたしました新規追加の４

地区からご説明いたします。 

 こちら、先ほど諮問第６号でご説明いたしました地区です。新規地区、江戸川４８番、

南小岩南部・東松本付近地区、面積は約８７．８ｈａでございます。こちらの地区に

ついては、地区計画の決定、密集事業、都市防災不燃化事業の導入などを行ってござ

います。 

 続きまして、新規地区、江戸川４９番、上一色・本一色・興宮地区、面積は約１０５．１ｈａ

でございます。こちらの地区につきましても、地区計画の決定および密集事業を導入

してございます。 

 続きまして、新規地区、江戸川５０番、東葛西八丁目付近地区、面積は約１３．５ｈａ

でございます。こちらの地区につきましては、今後地区計画の決定を予定しておりま

す。 

 こちらが新規地区、江戸川５１番、西小松川町付近地区、面積は約５１ｈａでござ

います。こちらの地区につきましても、今後地区計画の決定を予定しております。 

 ２号地区の新規地区は以上の４地区になります。 

 続いて、２号地区で区域変更を行う地区についてご説明いたします。総括図の中で

青色でお示しした４地区となります。 

 まず区域変更、江戸川３番、平井駅付近地区でございます。変更後の面積は１５ｈａ

となっております。変更前の区域は青色でお示しした部分です。変更後の区域は赤線

で囲んだ区域でございまして、区域を今回拡大いたします。変更理由といたしまして
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は、平成２９年３月に平井駅付近地区まちづくり基本方針が策定されましたので、こ

ちらの区域に合わせた変更となります。 

 続きまして、区域変更地区、江戸川７番、船堀地区でございます。変更後の面積は

３１．６ｈａでございます。変更前の区域を青色で、変更後の区域を赤枠でお示しし

ております。こちらの地区につきましては、都市開発諸制度活用方針において拠点と

して位置付けられております範囲を新たに地区に編入いたしております。具体的な地

区につきまして、区域につきましては、補助１４０号線、船堀街道の南側の部分を追

加をいたしました。 

 続きまして、区域変更地区、江戸川１１番、臨海町地区でございます。変更後の面

積は２０．７ｈａでございます。こちらの地区につきましては区域が減少するもので

ございまして、変更前の区域が青枠、変更後の区域を赤色で示ししております。変更

理由といたしましては、過去に葛西沖の土地区画整理事業が行われまして、都市基盤

の整備がおおむね完了しているためでございます。変更後の地区でございますけれど

も、こちらは再開発等促進区を定める地区計画が導入されておりまして、今後面的な

事業が導入される可能性があるということで、地区として残しております。 

 続きまして、区域変更地区、江戸川４４番、小岩四東付近地区でございます。変更

後の面積は約１３ｈａでございます。変更前の区域を青色で、変更後の区域を赤枠で

お示ししておりまして、区域を拡大するものでございます。こちらの地区につきまし

ては、地区計画の範囲を２号地区として定めておりましたが、平成２９年１２月に地

区計画の変更があり、区域が変更となりましたため、これと整合を図って変更を行う

ものでございます。 

 続きまして、今回２号地区から区分変更する地区についてご説明いたします。区分

変更する地区は黄色でお示ししておりまして、１１地区ございます。 

 区分変更の地区は、スクリーンにお示ししたとおりでございます。江戸川６番、下

篠崎町地区については、現状具体的な事業が見込まれていないため、２号地区から誘

導地区の篠崎東部地区へ編入をいたします。また、スクリーンに表示されております

江戸川８番から４７番までには、おおむね都市基盤の整備が完了しているとの理由で、

２号地区から１号市街地へ変更をいたします。 

 続きまして、誘導地区でございます。誘導地区につきましては、総括図の中のカタ

カナが振られている地区でございまして、今回の改定において変更となる地区は、横

罫線でお示ししている２地区でございます。また、新規追加をする地区につきまして

は、格子柄でお示ししている２地区でございます。 

 誘導地区につきましては、それぞれの地区の整備の方向のみを決定しております。

まずは新規地区については、「江戸川－タ：東小岩四丁目地区」および「江戸川－

チ：北葛西一丁目地区」を位置付けます。それぞれの地区整備の方向については、ス

クリーンにお示ししたとおりでございます。 

 続きまして、誘導地区の区域変更についてですが、スクリーンにお示ししたとおり

でございまして、「江戸川－ア：篠崎東部地区」につきましては、江戸川６番の下篠

崎町地区の区域を追加いたします。「江戸川－カ：椿・春江三丁目」につきましては、

土地区画整理事業の区域と整合を図り区域を拡大しております。 
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 最後に、区分変更いたします地区は、スクリーンにお示しいたしました３地区とな

っております。こちらは、先ほど２号地区の新規でご説明いたしましたとおり、それ

ぞれ２号地区へ編入をするものでございます。 

 以上でご説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 会 長 ： ありがとうございました。都の再開発方針を受けて、江戸川区のほうでも２号地区

や誘導地区、１号地区との扱いを少し変えたというご説明だったと思いますが、何か

ご意見等、あるいはご質問、ございましたらお受けしたいと思います。いかがでござ

いますか。どうぞ。 

 〇 〇 委 員 ： すみません、ちょっとお尋ねしたいんですが、こちらの区分変更の黄色の部分なん

ですが、こちらは、すみません、その前に再開発促進地区というのは、地区計画を推

進していくという解釈でよろしいのかどうかということと、それに伴って、この黄色

い部分に関しては、地区計画を予定していたけれどもやめるというような位置付けな

んでしょうか。 

 会 長 ： お願いします。 

 事 務 局 ： まず、再開発促進地区でございますけれども、都市再開発法の中で、再開発方針の 

（都市計画課長）中の位置付けということでございますが、再開発事業だけじゃなくて地区計画ですと

か密集事業とか、面的な事業手法も含めたまちづくりを行う地区でございます。そう

いった地区を促進していくという地区でございます。今回、新規で追加する地区につ

いては、既に都市計画決定されている。または、今、密集事業が導入されて、今後地

区計画を予定しているとか、そういった地区を新規で追加しているところでございま

す。 

 それからあと、黄色の部分でございますけれども、一部下篠崎町地区については、

地区計画の将来的な予定が今ないので、今回は１号市街地に編入という形になりまし

たが、その他の地区についてはおおむねといいますか、区画整理事業が終わっている

とか、それから地区計画が既に決定されて、区画整理事務を完了して、当初の目標と

なる計画がおおむね完了しているとか、そういった地区について今回削除をしている

ということでございます。 

 〇 〇 委 員 ： そうしますと、じゃ、黄色に関しては、地区計画もしくは再開発が終わっていると

いうことでよろしいですか。 

 会 長 ： お願いします。 

 事 務 局 ： 黄色の中で区画整理が終わっている地区、それから、地区計画が既に決定されてい 

（都市計画課長）る地区がございます。また、地区計画が決まっていない地区も中にはございます。先

ほどお話しした図でいうとアというのがあるんですけれども、下篠崎町地区というと

ころが、先ほど言いましたように地区計画の今のところ予定がないものですから、今

回は１号市街地のほうに変更したということでございますので、ただ、おおむねの地

区は、地区計画の決定、それから再開発が完了した地区でございます。以上です。 

 〇 〇 委 員 ： ありがとうございます。 

 最後にもう一つ質問なんですけれども、この誘導地区の新規の格子の部分と、それ

から区域変更の横の、今、先ほどおっしゃったアの部分とか、こういったところは将
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来的に再開発促進地区に誘導されるという意味の誘導地区ということなんですか、こ

れは。 

 会 長 ： お願いいたします。 

 事 務 局 ： こちらの誘導地区については、まだ２号地区ほど、例えば地元に入って協議会を立 

（都市計画課長）ち上げているとか、そういうところまでは至っておりませんが、将来的に、例えば区

画整理ですとか地区計画ですとか、まちづくりの誘導が必要であるという地区を今回

位置付けているという地区でございます。 

 具体的な今後の予定というのはまだ決まっておりませんけれども、地区の課題があ

るということで、将来的にまちづくりを行ってまいりたいという地区を位置付けてい

るものでございます。 

 〇 〇 委 員 ： ありがとうございます。そうすると、じゃ、網掛けになっているところ以外の何も

書いていないところよりは、この格子、もしくはこの区域変更とか新規と書いてある

部分が次のターゲットというか、まちづくりの場所になり得るという解釈でよろしい

ですか。普通の何も書いていないところが、まだたくさんありますが、そこから比べ

るとという意味ですが。 

 事 務 局 ： おっしゃるとおりで、これも一つのマスタープランになりますので、計画的にまち 

（都市計画課長）づくりを行う上で、段階的な位置付けを行っているという地区でございますので、ま

ずは今回位置付けている地区を整備していくと、現段階ではそういうふうな考えで指

定をしているということでございます。 

 〇 〇 委 員 ： ありがとうございます。私ども不動産業界は、こういう土地とか建築に非常に携わ

っている部分ですので、もしこういった計画が進むようでありましたら、われわれの

協会のほうにもできるだけ情報のほうの提供をお願いしたいと思います。 

 会 長 ： よろしいですか。ありがとうございました。 

 他にはいかがでございますか。どうぞ、〇〇委員。 

 〇 〇 委 員 ： 確認させていただきたいんですが、今度の再開発促進地区の新規で５１番のところ

なんですが、赤い色が掛かっているところで、これは荒川、中川の左岸でスーパー堤

防、国の高規格堤防の対象地域なんですね。ここで確認なんですが、今回のまちづく

りの計画ではスーパー堤防事業と一体で進めていくという方向なのかどうなのか、進

められているのかという点、確認させてください。 

 会 長 ： お願いいたします。 

 事 務 局 ： 今回のまちづくりの内容というところでございますが、まず、土地区画整理事業の 

（まちづくり調整課長）ような大規模なまちづくりは想定してございません。しかしながら、こちらの地区に

つきましては、喫緊の課題である地震ですとか、あと火災に対する危険度が高くて、

また道路が狭いところもあって、緊急車両がどうしても入りにくい部分があるという

ような課題を抱えていることから、今年度からまちづくり協議会を立ち上げまして、

主に地震ですとか火災に強い、そして安心して住み続けられるまちづくりについて、

地域の皆さまと話し合いを進めているところでございます。 

 今後も地域の方々からご意見を頂きながら、地区計画の策定ですとか、あとは部分

的な道路の拡幅や公園の整備といった修復型のまちづくり、こういったものを考えて

まいりたいと思っておるところでございます。以上です。 
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 〇 〇 委 員 ： 今回はスーパー堤防事業と高規格堤防事業との一体でないことが分かりました。都

型、東京都型のスーパー堤防はまだ許容範囲なんですけれども、国の高規格堤防とい

う点では、かなり時間もお金もかかるということで、今、新たな、あまり負担がない

手法が検討されているので、もうこれ以上江戸川区での高規格堤防事業は進めないで

ほしいという思いを込めて質問させていただきました。ありがとうございました。 

 会 長 ： ありがとうございました。他にはいかがでございますか。 

 一応確認なんですけれども、今日ご説明いただいたのは、比較的、具体的に１号地

区、それから誘導地区、それから２号地区の扱いについて、江戸川区の事情からこう

いう形の変更、追加をしたいということを東京都と照会して、東京都のマスタープラ

ンに取り入れてもらうという形で原案ができているというふうに考えてよろしいわけ

ですね。 

 事 務 局 ： はい。会長、おっしゃるとおりでございまして、区と何度かこれまでにやり取りが 

（都市計画課長）ございまして、区として原案を上げて、東京都で最終的に案としてまとまって、区に

意見照会があったということでございます。 

 会 長 ： したがいまして、今回の東京都の決定である再開発方針については、区の意見が十

分もう反映されているという形で、この原案ができているということでご理解いただ

けると思いますけれども、特にご質問がありましたけれども、これについての原案を

こうすべきだというご意見はなかったというふうに理解しておりますけれども、それ

でよろしゅうございますね。 

 それでは、そういう形で諮問第１１号は取りまとめたいと思います。案のとおり了

承するということで、審議会としては答申させていただきます。ありがとうございま

した。 

 以上をもちまして、今日の諮問案件の審議と、それから報告事項についての審議は

全体が終わりましたので、これで私の進行の務めは終わらせていただきます。どうも

ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。じゃ、お返しします。 

 事 務 局 ： 皆さま、本日はお忙しい中、ご審議をいただきまして誠にありがとうございました。 

（都市計画課長） ここで皆さまにお知らせがございます。これまで当審議会におきまして、平成９年

から長年にわたりまして多くの案件についてご審議を頂きました山岡委員が、今回の

審議会をもちまして、ご退任をされることとなりました。改めまして、江戸川区の都

市計画行政にご尽力いただきましたことを感謝いたします。ありがとうございました。 

 ここで、当審議会の運営にご尽力をいただきましたことに感謝いたしまして、山岡

委員に花束を贈呈いたしたいと思います。大村会長、よろしくどうぞお願いします。 

 会 長 ： それじゃ、僣越ですが、私が代表いたしまして、山岡委員に長年のご苦労に対しま

して感謝の花束を贈呈させていただきます。どうも、おめでとうございます。 

（拍手） 

 山 岡 委 員 ： ただ今は、立派な花束を頂きまして大変ありがとうございました。 

 私、委員として長い間務めさせていただきました。これも区長さんはじめ多くの先

輩の皆さま方のご指導、そして支援によって務められたんではないかなと、そんなふ

うに思います。これからも体の動くうちは江戸川区のほうにできるだけ協力して務め
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たいと思います。どうぞひとつよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

（拍手） 

 事 務 局 ： 山岡委員さん、ありがとうございました。 

（都市計画課長） それでは、最後に、次回審議会の開催についてのご連絡でございます。次回は、来

年３月の開催を予定しております。詳細につきましては、後日改めてお知らせをさせ

ていただきます。お忙しい中、大変恐縮ではございますけれども、よろしくお願いし

たいと思います。事務局からは以上でございます。 

 皆さん、本日はどうもありがとうございました。 

 

以 上 
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